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第1は じめに

被告国 は，被告 国第18準 備 書面第4の5（73な い し110ペ ージ） に

おいて， 「長期評価の見解」＊1に対す る異論 が多数存在 していた ことの ほか，

地震学や津波学，津波工学の専 門家 らが一様 に 「長期評価 の見解」 に理学 的

根拠が乏 しい旨述べてい ること， このことが 「長期評価 の見解」の公表前後

の事実経過 によ り裏打 ちされてい ることな どを明 らかに した。

また，被告国 は，被告国第19準 備書面第2及 び第3（2な い し16ペ ー

ジ）において，推進本部地震調査委員会が，「全 国を概観 した地震動予測地図」

を作成す るに際 し，その作成 目的 を達す る上で，本邦のいずれ かの地点 に被

害を もた らし得 る全ての地震の発 生可能性 を余す ことな く評価す ることを余

儀 な くされたため，発生可能性 を理学的根拠 を もって否定で きない といった

程度 の レベルの知見 も評価 の基礎 として取 り入れ た ことか ら，長期評価の 中

にも信頼性 の高 くない評価 が含 まれ ることになったが，その よ うな評価 を直

ちに規制や防災対策 に取 り込 めるものではない こと， 当の推進本部において

も，その ことを公表時か ら認識 し，受 け手側 において各長期評価 の理 学的知

見 としての成熟性 の程度 を踏 まえた十分 な検討 を経 て取扱い を決 めることを

前提 に していた ことか らして も，長期評価 が公表 され ていることをもって直

＊1「 長期評価 の見解」の定義については，被告国第18準 備書面3ペ ージ脚注 ＊1で 述べた と

お り，「『三陸沖か ら房総沖にか けての地震活動の長期評価 について』 （丙A第119号 証。以

下 『長期評価』 とい う。）の中で示 され た 『明治三陸地震 と同様 の津波地震 が三陸沖北部か ら

房 総沖の海溝寄 りの領域 内のどこでも発 生す る可能性 があるとの見解』」のことであ り，推進

本部地震調査委員会 により多数公表 された長期評価に より示 された様 々な理学的知見一般を指

す ものではない。 「長期評価の見解」の要点については，後記第3の1（12な い し14ペ ー

ジ） のとお りである。
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ちにその内容 を決定論的に取 り込むべき とい うことにはな らない こと， 「長期

評価 の見解」を確率論的 に取 り扱 ってい くとの被告東電及び被告国の対応 は，

理学的な成熟性 の程度 を踏ま え，受 け手側 での検討 を経た取扱 い として，工

学的正 当性 を有す る合理的判断であった ことをそれ ぞれ明 らかに した。

その上で，被告国は，被告国第20準 備書面第4（11な い し31ペ ージ）

において，津波PSA及 びその前提 とな る確率論的津波ハザー ド解析手法の

確 立 に向 けた福島第一発電所事故前 の検討経過 を具体的に主張 したが， これ

を踏まえれば，仮 に，同事故前， 「長期評価 の見解」 を取 り込 んで暫定的に福

島第一発電所 の1な い し4号 機 の リスク評価 を行 った としても，直ちに被告

東電 を してその リス ク評価結果 に基づいて具体的 な設備上 の対策 を実施す る

との経営判 断に至 らしめ， また，被告国 を して同様の規制判断 をさせ るこ と

になった とは断 じ得ないこ とを明 らかに した。

これ らの主張を踏 まえ，被告国は，以下において， 「長期評価の見解 」の公

表後，推進本部内においても，「長期評価 の見解 」によ り示 された三陸沖か ら

房総沖 にか けての 日本海溝沿い全域 にお ける津波地震 の発生可能性 とい う知

見は確率論的ハ ザー ド解析 の基礎資料 として取 り扱 われていたが，地震発 生

確率 を評価 す る上での過程 として取 り入 れた震源断層等 に関す る知見 は決定

論的ハザー ド解析 の基礎資料 として取 り扱 われていなかったこ と（後記第2） ，

「長期評価の見解」公表 直後 の平成14年8月 当時， 日本地震学会会長及び

地震予知連絡会会長 を務 めていた大竹政和東北大学名 誉教授 （以下 「大竹名

誉教授」とい う。）が，推進本部地震調査委員会委員長 に対 し，二度 にわた り，

「長期評価の見解」の理学的根拠 をただす とともに，平成14年7月 の長期

評価 が他 の長期評価 に比べ て格段 に高い不確実性 をもつ と指摘 した上で，そ

の 旨を長期評価 の評価 文に明記す るよ うに求め るな ど，不確実性 の高い長期

評価 の結果 をそのまま 「全 国を概観 した地震動予測地図」 に反映 させ るのは

危険 である との警鐘 を鳴 らした こと， これを受 け，推進本部が，大竹名誉教
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授の上記指摘等 を受 け，長期評価 の評価文の一部 を修正す るとともに，不確

実性 の高い長期評価結果 を 「全国を概観 した地震動予測地 図」 に取 り込む際

の検討課題 と認識 して検討す る との意 向を示 し，現 にその後 は 「長期評価 の

見解」 を確 率論的 にのみ取 り扱い，決定論的ハ ザー ド解析 の基礎 資料 には用

いなかった こと （後記第3） を主張 し， もって，被告国が従来 か ら主張 して

い る 「長期評価 の見解」 に対す る数 多 くの異論 の存在 と，原子力安全規制 に

おいて 「長期評価 の見解」を直ちに決定論的 に取 り扱 うべきことにはな らず，

これ を確率論的 に取 り扱 うとの対応が， 「長期評価の見解」 の当時の理学的知

見 としての成熟性 を踏 まえた工学的正当性 を有す るもので あった旨の被告 国

の主張 を補充す る。

第2r長 期評価の見解」は，推進本部 内においても，確率論的ハザー ド解析の

基礎 資料 と して取 り扱われ る一方で，決定論的ハザー ド解析の基礎資料 とし

て取 り扱われてはいなか った こと

1「 全国を概観 した地震動予測地図」の概要及 び 「長期評価の見解」の位置

づけ

（D「 全国 を概観 した地震動予測地図」の公表経緯

被告国第19準 備書面第2の3（2） （5ない し7ペ ージ）で主張 した とお

り，推進本部では，総合基本施策 を公表 した平成11年4月 以降， 当面推

進 すべき地震調査研究 の筆頭 に掲げた 「全 国を概観 した地震動予測地図」

を作成す るた めに，長期評価及び強震動評価 を実施 し，推進本部地震調査

委員会 において，平成17年3月 ，それ まで に実施 した長期評価 （地震学

者 を主な委員 とす る長期評価部会 〔丙A第224号 証〕で検討 した もの及

び強震動評価 （地震工学等の専門家を含 めた委員 か ら成 る強震動評価部会

〔丙A第225号 証〕で検討 したもの） を総合 的に取 りま とめて， 「全国を

概観 した地震動予測地図」 （丙A第227号 証 の1な い し227号 証 の3）
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を公表 した （丙A第226号 証 ，丙A第227号 証 の1・1及 び2ペ ー ジ）。

そ して ，そ の後 も，推 進 本部 は， 毎年 ，長 期 評価 や 強 震動 評 価 の 追加 ・

見直 し等 を行 い ，上記 の地 図 を改訂 し，公表 して いた＊2（丙A第226号 証

2ペ ー ジ）。

（2） 「確 率論 的 地 震動 予 測 地 図」 の概 要及 び 「長期 評価 の知 見 」 の位 置 づ け

ア 「全 国 を概観 した 地震動 予 測地 図 」 は， 以下 の図表1の とお り， 「確率

論 的 地震 動 予 測 地 図」 と， 「震源 断層 を特 定 した地 震動 予 測 地 図 」 （別 名

「決 定論 的地 震動 予 測 地 図」 〔丙A第177号 証12ペ ー ジ〕） とい う観

点 の異 な る二種 類 の 地図 か ら成 る ところ， この うち，前者 （「確 率論 的地

震 動予 測 地図 」） は， あ る一 定期 間 内 に， あ る地 域 が強 い揺 れ に見舞 われ

る可 能性 を確 率 論 的 手法 を用 い て評 価 し，地 図上 に確 率 で表示 した もの

で あ る。

この地 図 を作 成す る際 に基 礎 資料 と して用 い られ た地 震 は ，発 生 可能

性 が あ る と考 え られ る全 て の地震 で あ り，長 期 評価 の対 象 とな っ た地震

は もと よ り，あ らか じめ震源 断層 を特 定 しに くい地震 な ど，い わ ゆ る 「理

学的 に否 定 で きない知 見 」に基づ く地震 も広 く計 算対 象 に含 まれ て いた。

そ して ， この よ うな地 震 につ き，対 象 地 点 ご とに確 率論 的 地震 ハ ザー

ド解 析 を実施 してハ ザ ー ド曲線 を作成 した 上 で， それ らを総合 して地 図

上 に表 現 した もの， つ ま り，確 率論 的 地 震 ハ ザー ド解 析 の集 積 結 果 を地

図上 に表 示 した もの が 「確 率 論 的地震 動予 測 地図 」 で ある。

＊2な お，地図の名称 に関 し，推進本部地震調査委員会 では，平成21年7月 ，「評価す るメ ッ

シ ュサイズを今 までの約1km四 方か ら約250m四 方に変更する等の改良を行い， よりきめ細 か

く表現 できるよ うになった ことか ら，今 まで用 いてきた 『全国を概観 した地震動予測地図』か

ら 『全国地震動予測地図』 に名称を変更 した。」 （丙A第228号 証1ペ ージ）
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［図表1］ ■全国を酬 した地蹴 酬 地図 丙A第226号 証2ペ ージより
「全蓬！を概観 した地震勤予澱lj地図」は 「確嘩菊 θ勺雄菌■カヨ男鴫地 図」と 「醍 断 層看！特定 した地寝 薗一 図」 と．し、う、鶴き

～烹‘乃．異なゐ2種 呉釦乃地図 ど㌃構 成～∫れ ζ’し1珪寸1，日謬≦ 蒲腕晦鍵｛酌子測助図」 は、圭三国を娼観 』寸～5ごとが （lf， 枇塵 にホ つ （『

強し泡 れに調 わ れる可自P昨r触 琉善二を見 ることが ‘’琶 ま寸 子†1に対1，、i『撞濠勘癌を特定1．，fi一槌■蜘 多測地図」 は．倶1々

の地農 に対 ［一パー慮辺fi牛 じる・叢し、祝 ポ1’乃号亮 在知 るこさが 行きま寸 ，胎震調芸i姿員r宍Cは ．4U克17年3月 にi全 医］を概観

i／n’地豊 劃予測地蟹」 を作1成 ・公：9．t．， 毎 年．艶新1，：竺し、ま寸

イ 上記 の とお り， この 地 図 の作成 の 際 に基礎 資料 と して用 い られ た地 震

は， 「理 学 的 に否 定 で きな い知 見」 に基 づ く地震 を含む 発 生可 能性 が あ る

と考 え る こ とがで き る全 て の地震 で あ ったた め， 「長期 評価 の見解 」 が示

した津 波地 震 の発 生可能 性 に 関す る知 見 も， 「理学 的 に否 定で きない」 も

の として上 記 地 図 の作 成 の 際 の基礎 資料 と して取 り込 まれ る こ とに な っ

た。

具体 的 に は，以 下 の 図表2の とお り，上 記 の地 震 は，震 源 域 の位 置 に

つ い て ，領 域 内 に プ レー ト境 界 に沿 って長 さ200km， 幅50kmの

断 層 面 を南 北7列 ，東 西2列 に並 べ て ， そ のいず れ か で等確 率 で地 震 が

発 生す る と仮 定 してモ デル 化 され た （丙A第227号 証 の2・55及 び

70ペ ー ジ） 上 で ，各 地 点 ご とに実 施 され る確 率論 的 地震 ハ ザ ー ド解 析
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に用 い られ た。

この点 ，確 率論 的 な解 析 手 法 にお い て， 推進 本 部 が上 記 の よ うに津 波

地震 の発 生 を 「等確 率 」 と仮 定 して お り， ロジ ックツ リー の分 岐 を設 け

て専 門 家 ア ンケー トに基 づ く重 み付 け を行 っ た土 木 学会 とは異 な る解 析

手 法 を用 い た こ とに も留 意 す べ きで あ る。 本 来 ，確 率論 的ハ ザ ー ド評価

の 目的 は， 不確 か さが 存在 す る 中で 工学 的 な意 思決 定 をす るた めの材 料

を得 る こ とに あ るか ら， 不確 か さを適 切 に反 映 した分 岐 を設 け， それ ぞ

れ に重 み （確 率 ） を割 り付 けて評 価 を行 うこ とが 重要 で あ る と され て お

り （丙A第209号 証29ペ ー ジ ，丙A第213号 証33な い し35ペ

ー ジ参 照）， か か る手 法 を用 い る こ とに よ り， 発 生 領 域 や 発 生 時 の す べ

り量 等 につ い て統 一 的 な 見解 が な く，専 門 家 の 間 で意 見 が分 か れ る よ う

な知 見 につ い て も，不確 か さの程 度 に応 じた意 思決 定 に資す る素材 が得

られ る こ とに な る。 しか し， 推 進 本 部 は， 「重 み 配 分 は最 終 的 な評 価 を

直 接 的 に支 配 す る もの で あ り， 専 門家 の判 断 に基 づ き，慎 重 に決 定 しな

けれ ばな らな い。」 （丙A第229号 証63ペ ー ジ）， 「同一 の断層 （帯 ）

で活 動 区間 が様 々考 え られ る場 合 につ い て は ，論 理 ツ リー を構 築 して，

各 々 の場 合 の 重 み付 け を考慮 して確 率 的 に評 価 す る こ とが で き るが ，重

み付 けの方 法 につ い て は，事 例 毎 に検 討 す る こ とが必 要 で あ る。」 （丙A

第230号 証6ペ ー ジ） と して ， ロ ジ ック ツ リー と重 み 付 けの設 定 の重

要 性 自体 は認 識 して は いた もの の ，確 率論 的 地 震 動予 測 地 図 の作 成 に際

して は， 重 み付 け をす る こ とを しな か った。 もっ とも，地 震動 予 測 地 図

の技 術 的課 題 の一 つ と して 「想 定震 源 域 の範 囲 につ い て様 々考 え られ る

場 合 の論 理 ツ リー （地 震調 査 委 員 会 ，2001c〔 引用者 注 ：丙A第2

30号 証 〕）構 築 にお け る重み 付 けの方 法 の検討 」 が挙 げ られ て い る こ と

か らも明 らか な とお り （丙A第227号 証 の1・85ペ ー ジ）， ロジ ック

ツ リー と重 み付 けの設 定 は， 将来 的 にな お検討 を要す る課題 と して整 理
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され て いた。

確率論的地震動予測地図における
「長期評価の見解」の取扱い

（3）「震源断層を特定 した地震動予測地図」 （決定論的地震動予測地図）の概

要及び 「長期評価の見解」の位置 づけ

ア これ に対 し， 「震源断層 を特定 した地震動予測地図」は，対象 とす る地

震 を特定 した上で，その地 震の将来の発 生確率の大小 を考慮せず， あら

か じめ想 定 された形 で地震が起 きた場合に， どの よ うな地震動 が生 じる

かを予測計算 し，その計算結果を地図上に表示 した ものである。っま り，

「震源 断層 を特定 した地震動予測地図」は，決定論 的地震ハザー ド解析

の実施結果 を地図上に表示 した もの とい える。そのため， この地図は，

前述 の とお り 「決定論 的地震動予測地図」 とも呼ばれ てい る （丙A第1

7



77号 証12ペ ー ジ）。

「震源断層 を特定 した地震動予測地 図」 は，平成17年3月 に公表 さ

れた ものであるが，それまでの長期評価 の対象 となった地震 の中か ら，

発生確 率の高 さ及び評価 に用い られた理学的デー タの充足性等 を考慮 し

て，強震動評価部会及びそ の下の強震動予測手法検討分科会等 での議論

を経 て選定 された全12個 の地震 に対 して実施 された強震動評価 （決定

論 的評価） を取 りま とめた ものであ る。 しか して，以下の図表3に 示す

とお り，その12の 地震 の中に含まれ た海溝型地震 は，理学的デー タの

量や質が良好であった宮城 県沖の地震及び三陸沖北部の地震のみで あ り，

「長期評価 の見解 」が示 した 日本海溝 沿いの津波地震 は，それ らに比べ

て理学的データが少 ない上，震源断層 を特定す るに足 りる知見がない と

して，強震動評価 の検討対象地震 には含 まれず，それ ゆえ， 「震源断層 を

特定 した地震動予測地図」 の基礎 資料 には され なかった （丙A第227

号証 の1・2及 び54ペ ージ，第227号 証の3・174及 び221ペ

ー ジ）。
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［図表3］ 丙A第227号 証の1・53ペ ージより

決定論的地震動予測地図の検討対象とされた地震

○

山簡断層帯

布田川 ・日套久
断層帯

三陸沖北部

宮域県沖

融 ・走 三緋 蘭 雛
断層帯

㌫

イ さらに，推進本部は，平成17年 以降 も長期評価及び強震動評価 の追

加 ・見直 しを行い，それ らを踏 まえて毎年 「震源 断層 を特定 した地震動

予測地図」を改訂 して公表 しているが， 「長期評価 の見解」が示 した 日本

海溝沿いの津波地震 が強震動評価の対象 とされた ことはない。

つま り， 「長期評価 の見解」は，平成14年7月 の公表後，現時点に至

るまでの間，推進本部 の中において も決定論 的な取扱 いを受 けていない

ので ある。

（4）推進本部が津波評価 の検討 を始めたのは福島第一発電所事故の後である

こと

推進本部が福 島第一発 電所事故前に実施 していたのは，飽 くまで も将来

の地震及び地震動を対象 とする評価であ り，津波の評価ではない。
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すなわち，推進本部 が福島第一発電所事故後 に改訂 した現行 の総合基本

施策 （丙A第231号 証） に 「地震本部では，現在 まで地震の長期評価 を

行 って きたが，二次現象 である津波 については事例整理 を行 うのみで あっ

た。今後は，東 日本 大震災 におけ る津波 による甚大な被害 を踏 まえ，我が

国の津波防災に貢献すべ く，津波に関す る評価 の検討 を行 うこ ととしてい

る。 これ らの取組 を進 めるた めには，津波発生予測 に関す る調査研究 の取

組 を強力に進 めてい くことが重要である。」 （同号証5ペ ージ） と記載 され

てい ることか らも明 らかなよ うに，推進本部が津波評価 の検討 を開始 した

のは，本件 地震 によ り発生 した津波 に よ り甚大な被害が発生 した ことが契

機 となってお り，具体的に見て も，津波評価 の検討が開始 されたのは平成

25年2月 に地震調査委員会の下に津波評価部会が設置 され た以後である

（丙A第232号 証）。そ して，その後の検討経過 として，平成29年1月

に初めて地震調査委員会において決 定論 的な津波評価手法 （丙A第233

号証）が公表 され たが， 「地震 の発生確率 を考慮 した津波 の評価手法」 （丙

A第232号 証2ペ ージ），っま り確率論的津波ハザー ド評価手法について

は，いまだ成果物 の公表に至 ってお らず ，福島第一発電所事故後 （平成2

4年 度以降），文部科学省所管 の国立研 究開発法人防災科学技術研究所が，

土木学会 の津波評価部会 による同事故前の中間取 りま とめ （丙A第209

号証）な どの原子力分野 におけ る先行的な知見 を既往研究 として参照 しっ

つ，開発研究 を始めている ところである （丙A第234号 証1，4及 び5

ページ）。

また，上記 （2）イで述べた とお り，確率論的地震動予測地図の策定におい

て も，前述 の土木 学会手法の よ うに，専門家 の間で意見 が分かれ るよ うな

知 見についてロジックツ リー と重み付 けの設定が され るには至 らず， これ

らの設定方法 については，将来的な課題 とされ る状況 にあった。加 えて，

上記 の防災科学技術研究所が津波ハザー ド評価の利活用 について平成28
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年 に取 りま とめた報告書 （丙A第235号 証） において も， 「これまで国

が公表 して きた地震動予測地図な どにおいて も，認識論的不確 定性 の評価

は十分 にな されてお らず，今後 の課題 となってい る。 不確実 さが大きい津

波ハザー ド評価 においては，認識論的不確 定性 の評価 は重要で ある。1）

不確実 さの評価 を含むハザー ド評価 は狭義の科学ではな く，工学的課題 を

含む。2） 地震本部がハ ザー ド評価 に取 り組 むのな らば，理学的視 点だけ

でな く不確 実 さに対す る工学 的評価 を重視 しな くてはな らない。」 な どと

され お り， ロジックツ リー と重み付 けについては，今後取 り組むべ き中長

期的課題 として整理 されている （丙A第235号 証1，20，73及 び7

4ペ ー ジ）。

したがって，津波評価 に関す る検討 とい う点では，決定論 的手法及び確

率論 的手法 のいずれ において も，原子力分野 におけ る国 （JNES） や原

子力事業者等 の方が，推進本部 よ りも先行 的に研究 を進 めていた ことは明

らかで ある。そ して，原子炉施設 に到来す る津波につ いて，その津波高 さ

を不確 か さを考慮 しつつ決定論的手法 によ り計算す る技術体系 としては，

津波評価技術以外 にな く， これ が，福島第一発電所事故前 にお ける津波評

価 についての通説的見解 であったのである。

2小 括

この よ うに，長期評価 に盛 り込まれた様 々な理学的知見は，その公表後 も，

推進本部 内において，その理学的知 見 としての成熟性等 を踏 まえた取扱いが

されてお り，具体 的にい えば，長期評価部会 とは別 に工学系の専門家を委員

に含む強震動評価部会等 においては，強震動評価の検討対象 とされるもの と，

そ うでない もの とに選別 され て取 り扱 われ ていた。そ して，その選別 の結果

は，福 島第一発 電所事故前，推進本部 が防災対策 の際の判 断の参考資料 とな

るべ きと期待す る 「全国 を概観す る地震動予測地 図」への取入れの段 階にお

ける位置付 けの違いに直接結び付いている。
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す なわち，長期評価 の対象 とな った地震の うち，強震動評価の検討対象 と

され なかった地震に関す る知見は，確率論的 にのみ取 り扱われ， 「確率論的地

震動予測地図」の基礎 資料 には取 り入れ られたが，決定論 的な 「震源断層 を

特定 した地震 動予測地図」 の基礎 資料 に取 り入れ られ るこ とはなかったので

あって， 「長期評価 の見解」が示 した津波地震 の発 生可能性 に関す る知見は，

推進本部 内において も，正に確率論 的にのみ取 り扱 われ る知見 として位置づ

けられていた ものである。

も とよ り，推進本部 における強震動評価 は，決 定論的手法であるために，

性質上，代表的なシナ リオ を選定 して実施 され るこ ととなるか ら， ある地震

が推進本部 で強震動評価の対象 とされなかったか らといって，情報の受 け手

側 において，その地震 を決定論的 に取 り扱 わな くて よい とい うことにはな ら

ないが，少 な くとも，推進本部 自身が， 「長期評価の見解」が示 した津波地震

の発生可能性 に関す る知見 を決定論的には取 り扱 わず ，確 率論的 にのみ取 り

扱 ったのは，当該 見解 を決定論 的に取 り扱 うた めの科学的実証的根拠 が乏 し

かったためであった。そ して， このよ うな 「長期評価 の見解」を確率論的 に

取 り扱 うもの とした推進本部 の対応 は，従前か ら被告 国が主張 してい る平成

14年8月 時点での保安院や被告東電の対応 と同 じである。

第3「 長期評価 の見解」公表直後の平成14年8月 。大竹名誉教授が，推進本

部地震調査委員会委員長宛てに，平成14年7月 の長期評価が他の長期評価

に比べて格段 に高い不確実性をもつ旨の明記 を求め るな どし，不確実性 の高

い長期評価結果 をその まま地震動予測地図に反映 させ るの は危険で あると警

鐘 を鳴 らしたこと

1「 長期評価の見解」には，重要部分 につ いて理学的に有 力な異論があ り，

また工学的判断 を通 じて行 う耐震設計等の前提 に取 り入れ るには具体的 （理

学的）根拠が乏 しいという問題点があった こと
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被 告 国は ，被 告 国第18準 備 書 面第4の5（73な い し110ペ ー ジ） に

お い て， 「長 期評 価 の 見解 」 に対 す る異論 が 多数 存在 して いた こ との ほか， 地

震 学や 津 波 学 ，：津波 工 学 の専 門 家 らが 一様 に 「長 期 評 価 の見解 」 に理 学 的根

拠 が 乏 しい 旨述 べ て い る こ と， この こ とが 「長期 評 価 の見 解 」 の公 表 前 後 の

事 実経過 に よって も裏 付 け られ て い る こ とな どを明 らか に した。

改 め て 「長期 評 価 の見解 」 の 理 学的知 見 と して の要 点 を整 理 す る と，そ の

主 た る内容 は，① 三 陸 沖北 部 か ら房総 沖 に か けて の 日本海 溝 寄 り全長 約80

0キ ロメー トル の領域 を 「同 じ構造 を もつ プ レー ト境 界 の海 溝付 近＊3」（丙A

第119号 証19ペ ー ジ） と して一 つ にま とめ， そ こで は過 去 約400年 間

に3回 の津 波地 震 が発 生 した と判 断 した こ と， そ の上 で ，② この領 域 で は津

＊3津 波評価技術 は，波源の設 定に関 し，プ レー ト境界付近に将来発 生す ることが否定できない

地震に伴 う津波 を評価対象 とし，地震地体構造に関す る知見 を踏 まえて波源設定のた めの領域

区分 を行 うとの基本方針 を採用 し （甲A第26号 証の2・1－31ペ ージ），地震地体構造区

分図 として萩原マ ップ （1991） を参照 している （同号証 ・1－32ペ ージ） ところ，仮に，

長 期評価が示 した領域区分 に，新 たな地震地体構造 区分 を示す学術的意義が含 まれ ているので

あれば，その区分に従った波源設定が求 められ ることに もな り得 る。 しか し，佐竹教授 は，前

橋 地方裁判所 で行 われた書面尋問の際，「長期評価でい う 『同 じ構造 をもつプ レー ト境界』 と

は，海溝軸か ら陸寄 りに向けて どこで も徐々に沈み込んでい るとい う大局的な構造や海溝軸か

らの距離 を指すのであって，それ以上詳細な地形 ・地質 ・地下構造を意味 していない。」 （丙B

第14号 証 の2・3ペ ージ） と明快に回答 していることに加 え， 「長期評価 の見解 」の公表の

翌年に公表 された垣見マ ップ （2003） （丙B第17号 証）で も長期評価 の領域区分 は参照

す らされず， さらに， この垣見マ ップが福島第一発電所事故後 も最新 の地震地体構造区分 とし

て実務上通用 している （丙A第237号 証55ペ ー ジ） ことか らすれ ば，長期評価の領域区分

に新たな地震地体構造区分を示す学術的意義が含 まれていない ことは明 らかである。
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波地震が将来 どこでも 「同様 に発 生す る可能性がある」 （同ペー ジ） と判断 し

た こと，③将来発 生す る津波地震が佐竹教授 らの論文 （丙B第21号 証） に

ある 「『明治三陸地震』 にっいてのモデル」 を 「参考に し」 （丙A第119号

証10ペ ージ）てモデル化 できると判断 したことの3点 であ る。

しか しなが ら， これ まで被告 国が被告国第18準 備書面第4の5（2） 等で詳

述 して きた とお り， 「長期評価 の見解 」 については，上記 のいずれの点 につ

いて も，理学的に有力な異論が あるほか，工学的検討 ・判 断を通 じて行 う耐

震設計等 の前提 に取 り入れ るには具体的 （理学的）根拠 が乏 しいものであ り＊4，

また， 「長期評価 の見解 」が公表 されてか ら福 島第一発電所事故までの間に，

福 島県沖の 日本海溝沿い領域 で津波地震 が発生す る可能性 がある ことを具体

的に裏付 けた り，これを支持す る見解や観測記録が学会等 で発表 され るといっ

た こともなか った ので あって （丙B第14号 証 の2・2ペ ー ジ），その公表

当初 か ら同事故に至 るまでの間， 「理学的に否定できない」知見 としての域 を

超え るもの として取 り扱 われてはいなかった。

2大 竹名誉教授の指摘及び推進本部の対応

＊4① や②については，津波地震の発生メカニズムについて，津波地震 の二大特徴 （揺れが小 さ

い こと，波が高 くなること） を合理的に説明できる代表的な付加体モデル を提唱 した佐竹教授

らの論文
．（丙B第21号 証）及びこれを理学的データをもって裏付けた鶴博士 らの論文 （丙B

第19号 証の2） が極 めて重要であ り，長期評価が この理学的裏付けの存在を検討 していない

こ との問題点は非常に大 きい。また，慶長三陸地震 （1611年 ）及び延宝房総沖地震 （16

77年 ） の発生 メカニズムや発生領域等が現時点においても，なお有力な異論 があることにつ

いては，佐竹教授 の意見書 （4）（丙B第51号 証4及 び5ペ ー ジ 〔脚注含 む〕）等 を，②や③に

つ いては，新 たに提出 した高橋教授の意見書 （丙B第72号 証3な い し5ペ ー ジ）をそれぞれ

参照 されたい。
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（1）しか る ところ，上記1に 指摘 した 「長 期評価 の見解 」 の理 学 的知 見 と

しての要点 の うち① に関連 して，近時新たな事実が判 明 した。

すなわち， 「長期評価の見解 」の公表直後である平成14年8月8日 ，当

時の地震学会及び地震予知連絡会の会長 とい う要職 にあった大竹名 誉教授

は，推進本部地震調査委員会津村建 四朗委員長 （当時）に対 し，意見書 （丙

A第236号 証3ペ ー ジ）を送付 し，⑦地震調査委員会が慶長三陸地震 （1

611年 ） を正断層型の地震 ではな く，津波地震 である と判断 した根拠 の

有無 ・内容 を問いただす とともに，④ 「今回の評価 について，『… 評価結

果である地震発生確率や予想 され る次の地震の規模 の数値 には誤差 を含 ん

でお り， … 』 と述べ られているが，誤差 を含むのは当然 であ り， この記述

は何 の意 味 ももたない。 む しろ，宮城県沖地震及 び南海 トラフの地震 の長

期評価 に比べて，格段に高い不確実性 をもつ ことを明記すべきではないか。」

（同ページ） と述べて，平成14年7月 の長期評価 （引用者注 ：「長期評価

の見解」） が他の長期評価 に比べて格段 に高い不確実性 をもつ と明記す るよ

うに求め， さらに，⑰ 「上記 の よ うに相 当の不確 実 さをもっ評価結果 を，

そのまま地震動予測地図に反映す るのは危険である。わか らない ところは，

わか らない として残すべ きではないか。地震調査委員会の評価及びそれ に

基 く地震動予測は，一研 究論 文 とは比較 にな らない重み と社会的影響力 を

もつ ものであ り，例 え経年的に改定 され るとして も，十分に慎重 な検討 を

望みたい。」 （同ページ） とし， 「長期評価の見解」の よ うに理学的根拠 に疑

義があ り，不確 実性 の高い長期評価結果 をそのまま 「全国 を概観 した地震

動予測地図」に反映 させ るのは危険で ある との警鐘 を鳴 らした。

（2）これ に対 し，推進本部地震調査委員会は，平成14年8月21日 付けで

大竹名 誉教授 に対 して回答書 （丙A第236号 証5な い し7ペ ー ジ）を送

付 したが，その中で，⑦ については，地震調査委員会が慶長 三陸地震 を津

波地震 である と判断 した根拠で ある歴史資料 の要 旨をもって回答 し，④ に
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つ い て は ， 「長 期評 価 結果 に含 ま れ る不確 実性 につ いて は，地 震調 査委 員 会

と して もそ の 問題 点 を認 識 して お り， 今 後 そ の取 り扱 い方 や 表 現方 法 にっ

い て検 討 す る予 定で あ る。」 （同号 証7ペ ー ジ） と し，⑰ につ い て は ， 「3

の 回答 （引用 者 注 ：上記 ④ につ い て の回 答） で も述 べ た とお り，長 期 評 価

結 果 に含 まれ る不 確 実性 につ い ての 問題 点 につ いて は認識 して い る。今 後 ，

不 確 実性 の 高 い評 価 結果 の地 震 動 予測 地 図 へ の取 り込 み方 につ い て は， 技

術 的 な検 討 も含 めた課 題 と と らえ，検討 して い きた い。」 （同ペ ー ジ） な ど

と回答 した。

（3）しか し， 大 竹名 誉 教授 は ， 「なお 不分 明 な 点 が残 （る）」 （丙A第236

号 証4ペ ー ジ） と して ，推 進 本 部 地震 調査 委 員 会 に対 し， 同月26日 付 け

で再 度 意 見 書 を送 付 し，⑦ につ い て ，1611年12月2日 に発 生 した地

震 が 午前 と午 後 の2回 あ った と した上 で ， この うち の後 者 を津 波 地震 と判

断 した とい う地震 調 査委 員 会 の判 断過 程 は 長 期評 価 の評価 文 か らは読 み 取

れ な いた め， そ の よ うな判 断 で あ るの な らば評 価 文 を修 正す る必 要 が あ る

旨の 意 見 を述 べ ， また ， ⑦ 及 び⑰ につ い て ， 「今 後 も逐次 長 期 評 価 が公 表

され る な らば，基 本 的 な方 向 は早 期 に定 め，長 期 評 価 に反映 す べ きで あ ろ

う。 『意 見』 で は， 地震 動 予 測 地 図 に関連 して， 『わ か らな い とこ ろは ， わ

か らない と して残す べ きで はな いか。』 と述 べ た が ，今後 の長 期評 価 にお い

て ， この考 え方 を採 用 す る考 えは な いか。」 （同ペ ー ジ） と し，長期 評 価 結

果 の不確 実性 に対す る具体 的 な対処 を， 「全 国 を概 観 した地震 動 予測 地 図」

へ の取 り込 み とい う段 階 で は な く， そ の前提 と して実 施 され る長期 評 価 の

公 表 段階 で検 討す る必要 が あ る 旨の意 見 を述べ た。

これ を受 け て ，推 進本 部 は， 大竹 名 誉 教授 に対 し， 同年9月2日 付 けで

回答 書 （丙A第236号 証8及 び9ペ ー ジ） を送付 したが ， そ の 中で ， ⑦

につ い て は， 同 名 誉 教授 の指 摘 を踏 ま え， 慶 長 三 陸 地震 を津波 地震 で あ る

と判 断 した評 価 文 を一 部 修 正 し，④ 及 び ⑰ につ い て は ， 「不 確 実 な評価 結
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果の取 り扱いについて」 とし， 「不確実性 についての取 り扱いについては，

長 期評価部会等 で既 に議論 を始 めた ところで ある。 また，前 回の回答 で述

べた 『検討』 （引用者注1丙A第236号 証7ペ ー ジにある地震動予測地図

への取 り込み方 についての 『検討』の こと。） の中で， ご指摘 の 『わか らな

い ところは，わか らない として残す』 ことも選択肢 の一つ と して議論 して

い きたい。」 （同号証9ペ ー ジ） と回答 し，ほぼ同時期 に政策委員会での議

論 を契機 に始 め られ ていた長期評価の信頼度 に関す る議論 （被告国第19

準備書面第2の4・9及 び10ペ ージ参 照。） を引き合い に出 しつつ，飽

くまでも長期評価の不確実性 に対す る更なる対処については，「全国を概観

した地震動予測地図」への取 り込み方に関す る課題 であると整理 した上で，

同月11日 ，上記⑦ に係 る長期評価 の評価文の一部 を追加修正＊5するに と

どめた。

しか して， 「長期評価 の見解 」 が， その公表後， 「全国を概観 した地震動

予測地図」への取 り込み に当た り，決定論 的な取扱 いを受 けず ，確率論的

な取扱 い を受 けるに とどまった ことは，前記 第2の1（3） で述べた とお り

である。

（4）大竹名誉教授 は，地震学 を専門 とす る高名 な理学研究者 であ り，長期評

価 の作成 ・公表 と同時期 に，耐震設計審査指針 の改訂作業 に当たっていた

原子力安全委員会原子力安全基準部会耐震指針検討分科会主査代理 を務 め

＊5追 加 部 分 は ，丙A第119号 証1枚 目に 「平成14年9月11日 一部 追 加 しま した。 （茶

色 ）」 と記 載 され て い る箇所 で あ り，具 体的 には， 同号 証本 文21ペ ー ジ （3）の 直前4行 「都 司

（1994），… 」か ら直前1行 「… 津 波 地震 と考 え られ る。」 まで の記載 で あ る。
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て い たが ，被 告 国第19準 備 書 面7ペ ー ジ脚 注 ＊1で 引用＊6した とお り，平

成15年3月 に開催 され た 上記 分科 会 の 下 の ワー キ ング グル ー プ会 合 にお

い て も，成 熟性 の高 低様 々 な理 学 的 知 見 が推 進 本部 か ら公 表 され た 場 合 ，

原 子 力安 全 規 制 の分 野 で行 う規 制判 断 に支 障 を来 す の で は ない か と懸 念 を

表 明 して いた （丙A第175号 証15枚 目）。

さ らに ， 上記 会合 にお いて は ，大 竹名 誉 教 授 の意 見 に引 き続 い て ，他 の

委 員 らか らも次 の よ うな意 見が述 べ られ た 。

まず ，地 震 学 （特 に強震 動 地 震 学 ） を専 門 とす る入 倉孝 二 郎委 員 （グル

ー プ リー ダー ） は
， 「（引用 者 注 ：推 進 本 部 の） 目的 と して は，や は り全 国

を概 観 す る地 震 動 予測 地 図 とい うこ とで ，概 観 す る とい うこ とに重 点 を置

い てお りま して ，詳 細 に ， あ る地 域 が あ る地 点 ，例 えば ， あ る建 物 を ここ

に建 て よ うとい うときに ，そ この い わ ゆ る耐震 性 ，そ こま でや る とい うこ

とで は ない わ け です ね。 全 国 を概 観 す る とい う意 味で は ，非 常 に概 括 的 な

＊6同 会合 において，大竹名誉教授 は，「日本全国の地震動 の予測 をす るとい うのは，いろいろ役

立っ ことがある し，それな りに意味があるけれ ども，今私たちが ここで審議 していることとあ

わせて考えると，場合 によっては非常に困ったことにもな りかねない とい う危惧 を持 ってお り

ます。 （中略）例えば，私の地元の宮城県沖地震の次回の再来発生確率， これなんかはデー タ，

過去の履歴 もかな りしっか りと押 さえられ てい る。 （中略） しか し，間もな く発表 され るであ

ろ う日本海東縁 の話になると， これはそれ とはも う幾つ もけたが違 うぐらい怪 しげな話になっ

てい る。 そ うい うものを全部合わせて，1個1個 の事象についてはかな り確 かなものもある し，

か な り確 かではない ものもあって （中略）何 か怪 しげなもの，かな り信頼できるものが入 り交

じっていて， ど うにも判定ができない とい う仕掛 けになっているわけですね。そ うい うものが

提供 された ときに，一体それの信頼度 といいますか， どこまで依拠 していい とい うふ うに判断

す るのかとい うのが大変難 しい」 （丙A第175号 証15枚 目） と述べている。
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リス クを評 価 してお きま し ょ う。 勿論 ，そ うす る と， そ の使 い道 をめ ぐっ

て は ク レー ム は勿 論 い ろい ろな と ころで 出て い る と思 うんです けれ ども，

や は り防 災意 識 を持 っ てい た だ く とか， い ろい ろな使 い方 は あ るだ ろ うと

私 は考 えて い ます けれ ども。」 （丙A第175号 証15枚 目） と述べ て，推

進 本 部 は 「全 国 を概 観 した地 震動 予 測 地 図」 を作 成 す る との 目的 を達成 す

るた め に長 期 評 価 等 を公 表 して い るの で あ り，特 定 施設 の耐 震 設 計 の前 提

条件 に取 り入 れ るべ き との趣 旨で公 表 して い るわ け で は ない こ と，推 進 本

部 が示 す の は将来 の地震 の揺 れ の強 さに関す る概 括 的 な リス ク評 価 にす ぎ

ない た め ，そ の知 見 の用途 と して は， まず 地 域 住 民 の 防 災意識 の酒養 が考

え られ ，知 見 と して の成 熟性 が耐 震 設 計 に活 用 で き るほ どには至 って い な

い こ とを指 摘 した 。

また ， リス ク評 価 を専 門 とす る阿部博 士 は， 「さっ き私 が質 問 しま したの

も，大 竹 先 生 の ご心配 と同 じよ うな意 味 でや っ てい るん です けれ ども， 私

自身 が ，例 えば， 確 率論 的 な リス ク評 価 をや っ てお りま して， わ か らない

ところ で は， エ ンジニ ア リング ジ ャ ッジ メ ン ト （引用 者 注 ：工 学 的判 断 ）

を使 っ て埋 めて い くわ けです ね。 そ う します と， そ の リス クの プ ロ フ ァイ

ル （引用者 注 ：そ の リス クが 有す る特徴 を表す 様 々 な要 素 の総 称 ）の 中に，

もの す ご く よ くわ か っ てい て ， は っ き り物 が言 え る と ころ と， そ うで な い

ものが ば らば らば らと入 って い るわ けです ね。 多 分 ， そ の地震 の 問題 につ

いて も同 じよ うな こ とがあ るだ ろ う。私 も，入倉 先 生 がお っ しゃ る よ うに，

日本 全 体 を概 観 して ， 国 レベ ル で の何 か を考 えて い く とき に， こ うい うも

の を参 考 に しま し ょ うとい う目的 と，そ れ か らや は りロー カル に， あ る地

点 を見 て， そ こで施設 の耐 震 性 を考 え ま し ょ うとい う話 は ， これ は全 然違

うか ら，そ れ は ， は っ き り 目的 が違 うもの だ とい うよ うな こ とが こ うい う

とこ ろで の議 事録 に残 って ，後 で説 明 がで きれ ば ，そ れ で いい とい うふ う

に思 っ て い るん です けれ ど も。」 （丙A第175号 証15枚 目） と述べ ，確
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率論 的 リス ク評価 の基礎 資料 となる様々な理学的知見の中には信頼性 の高

いもの もそ うでない ものも入 ってお り，その結果 を国 レベルの防災対策等

の参考資料 として活用す る とい うの と，特定施設 の耐震設計 に活用す る と

い うのでは検討すべ き内容 が異なる旨を指摘 した。

さらに，地震工学を専 門 とす る翠川三郎委員 は， 「（引用者注 ：推進本部

の評価結果 と特定施設の耐震設計 を行 う事業者の評価結果 とで）別の答 え

が出るのは，ある意味で は当た り前だ と思いますか ら，それはなぜ違 うの

か とい うのがきちん と説明で きれば，これは，よ り詳 しい調査に基づいた，

よ り綿密 な答 えだか ら， こち らの方 を尊重す べきだ とい うことをきちん と

説 明できれ ばいいんだ と思 いますので，一般 的には，個別サイ トに対 して

はよ り綿密 な検討 がで きるわけですか ら，そ ち らの方 が原則的 には尊重 さ

れ るべ きで，そ うい う意味では私 自身は余 り心配 していませ んけれ ども。」

（丙A第175号 証15枚 目） と述 べ，事業者 が綿密 な検討 を経 て実施 し

た特定の施設 に対す る評価結果であれ ば， これ が推進本部 の評価結果 と異

なった場合で も，原則 として前者 が尊重 され るとの判断が可能であ るとし

て ，評価 の実施主体が重要なのではな く，評価 に当たって実施 された検討

内容 の精緻 さが重要である旨の意見を述べた。

加 えて，歴史地震 を専門 とす る石橋克彦委員 は，「やは りこれ （引用者注 ：

推進本部 の長期評価等） は，全国を概観す るとい う大 きな 目標 があるため

に，かな り苦 しい ことをや ってい る感 じがす るんです よね。です か ら，勿

論 ，個 々には技術的 に参考 になることがある と思い ますけれ ども， これが

直ちにあるサイ トでの地震動 の評価 に，これ を非 常に強 く念頭 に置 くとい

うのはち ょっ と一般論 としてはまず くて，十分慎重 に検討すべ きだ と思い

ま した。」 （丙A第175号 証15枚 目） と述べ，推進本部の評価結果 を特

定施設 の基準地震動 の評価 の前提 として一般的 に取 り入れ るとい う取扱 い

をす るこ とに疑問を呈 している。
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（5）以上の よ うな大竹名 誉教授 の意見及 び これ に引き続 く他 の複数の委員 ら

の発言か らも明 らかなよ うに，成熟性の高低様々な理学的知見が推進本部

か ら公表 された場合，原子力安全規制 の分野で行 う規制判断 に支障を来す

おそれ がある とい う大竹名誉教授 の懸念 は，平成15年3月 当時，特定の

専門分野 に限 らず ，原子力施設の耐震設計審査指針 の改訂 に関わる多様 な

分野の専門家の間で広 く共有 され ていた上，推進本部 が長期評価 によ り公

表す る （正 に玉石混渚 の）様 々な理学的知 見に対 して，原子力安全規制 と

して取 るべき対応 を決 めるに当たっては，長期評価 の実施主体が国の機 関

で あるな どとい う形式的な事 由によることな く，長期評価 の情報 の受け手

として，長期評価 の実施 目的や受 け手側 の用途等 を十分 に考慮 して，推進

本部に よ り示 されたその知見が規制の根拠た り得 る科学的合理性 を備 えて

い るか （十分 に成熟 してい るか） を個 々具体的 に決すべ き とす る点では，

異論 がなかった ものである。

3小 括

この ように， 「長期評価 の見解」 の公表直後，地震学会会長兼地震予知連絡

会会長 とい う要職 にあった高名な地震学 の研 究者が， 当の地震調査委員会委

員長 に対 し，二度 にわたって直接意見書 を送付 し，過去約400年 間に3回

津波地震が発生 した との 「長期評価の見解 」の重要部分 につ いて，その判断

に疑問 を呈 しただ けでな く，平成14年7月 の長期評価 が他 の長期評価に比

して格段 に不確実性 が高い と指摘 し，推進本部が防災対策 の判断の際の参考

資料 とな ることを期待す る 「全 国地震動予測地図」に この評価結果をそのま

ま反映 させ るこ とを 「危険である」 とまで評 し，更 には，推進 本部 の評価結

果 である とい う権威 に起因す る社会的影響力 の大 きさに照 らした慎重な対応

を求めるな どした ことは，被告 国が これまで主張 してきた 「長期評価の見解」

に対す る異論 の存在や ，その理学的知見 と しての成熟性の低 さを強 く裏付 け

るものである。
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加 えて，推進本部 が，大竹名誉教授 の意 見を踏まえて長 期評価 の評価文 を

見直す とともに，長期評価結果 に大 きな不確実性があ るこ とを認 めた上で，

その課題 について，長期評価結果 を全国地震動予測地 図に取 り込むに当たっ

て検討 してい く旨表 明 した こと，その後，実際に推進本部 が 「長期評価 の見

解」 を 「確率論的地震動予測地図」の基礎資料 としてのみ取 り込み， 「震源 断

層 を特定 した地震動予測地図 （決定論的地震動予測地図）」の基礎資料 として

は取 り込まなか った こと （前記第2） は，推進本部 自身 が，長期評価 の公表

に当た り，受 け手側 においてその理学的知見 としての成熟性 の程度を踏 まえ

た十分な検討 を経て取扱いが決 め られ るこ とを前提に してお り，原子力事業

者や規制機 関が推進本部 の公表内容 の全て を決定論的に取 り込むべき ことに

はな らない との考えを有 していた ことの証左 とい うべ きである。

以 上
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略称語句使用一覧表

略称 基本用語 使用書面 ペ ー ジ 備考

訴状訂正申立書 平成25年6月10日 付 け訴状訂正 答弁書
申立書

1

訴状 訴状訂正申立書別添の訴状 答弁書

1

福島第一発電所 東京電力福島第一原子力発電所 答弁書

2

本件将来請求 請 求 の趣 旨第3項 （2），第4項 （2）及 答弁書
び第5項 （2）の各請求の うち本件訴

訟事実審口頭弁論終結日後の支払を
求める部分 2

被告東電 相被告東京電力株式会社 答弁書

5

福島第一発電所 平成23年3月11日 に被告東電の 答弁書

事故 福島第一発電所において放射性物質
が放 出され る事故 5

国会事故調査報 国会 における第三者機関による調査 答弁書

告書 委員会が発表 した平成24年7月5
日付け報告書 8

INES 国際原子力 ・放射線事象評価尺度 答弁書

11

ソ連 旧 ソビエ ト連 邦 答弁書

11

炉規法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉 答弁書
の規制に関する法律

14

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律 答弁書

16

原賠審査会 原子力損害賠償紛争審査会 答弁書

16

原賠支援機構 原子力損害賠償支援機構 答弁書

17

中間指針 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針 18

中間指針第1次 東京電力株式会社福 島第一，第二原 答弁書

追補 子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針追補
（自主的避難等に係 る損害につい

て） （第 一次 追補 ） 18



中間指針第2次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針第二
次追補 （政府による避難区域等の見
直 し等に係 る損害について） 26

昭和36年 長期 昭和36年 に原子力委員会が策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 39

昭和42年 長期 原子力委員会が昭和42年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 40

最終処分計画 特定放射性廃棄物の最終処分に関す 答弁書
る計画

41

機構 原子力発電環境整備機構 答弁書

41

昭和53年 長期 原子力委員会が昭和53年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 42

昭和57年 長期 原子力委員会 が昭和57年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 43

昭和62年 長期 原子力委員会が昭和62年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力 の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 43

平成6年 長期計 原子力委員会が平成6年6月24日 答弁書

画 に新たな 「原子力の研究，開発及び

利用に関する長期計画」 46

平成12年 長期 原子力委員会が平成12年11月2 答弁書

計画 4日 に新たな 「原子力の研究，開発

及び利用 に関する長期計画」 47

「長期評価」 三陸沖から房総沖にかけての地震活 答弁書
動の長期評価 について

53

政府事故調査中 政府に設置された東京電力福島原子 答弁書

間報告書 力発電所 における事故調査 ・検証委

員 会作成 の平成23年12． 月26日

付 け 「中間報告」 55

国賠法 国家賠償 法 （昭和22年10， 月27 答弁書
日法律 第125号 ）

57

放射線障害防止 放射性同位元素等による放射線障害 第1準 備書面

法 の防止 に関す る法律

5

原災法 原子力災害への対応 を規定 した原子 第1準 備書面
力災害対策特別措置法

5



省令62号 発電用原子力設備に関する技術基準 第1準 備書面
を定める省令

7

保安院 原子力安全 ・保安院 第1準 備書面

11

JNES 独立行政法人原子力安全基盤機構 第1準 備書面

14

本件設置等許可 福島第一発電所1号 機 については， 第1準 備書面
処分

、

昭 和41年12． 月1日 ， 同2号 機 に

つ い て は ， 昭 和43年3月29日 ，

同3号 機 につ い て は，昭和45年1

月23日 ， 同4号 機 につ いて は， 昭

和47年1月11日 にそれ ぞれ され

た設置 （変更）許可処分

16

後段規制 設計及び工事の方法の認可から施設 第1準 備書面
定期検査までの規制

17

昭和39年 原子 昭和39年5月27日 に原子力委員 第1準 備書面
炉立地審査指針 会 によって策定された原子炉立地審

査指針
19

昭和45年 安全 昭和45年4月18日 に動力炉安全 第1準 備書面
設計審査指針 基準専門部会によって策定 され 同月

23日 に原子力委員会において も了

承 された 「軽水炉についての安全設

計に関す る審査指針 について」
19

平成13年 安全 昭和45年 安全設計審査指針 は，昭 第1準 備書面
設計審査指針 和52年6月 にその全面改訂が行わ

れ，平成2年8月30日 付 け原子 力

安全委員会決定により全面改訂がさ
れ，平成13年3月29日 に国 際放

射線防護委員会 による1990年 勧

告を受 けて一部改訂が された

25

平成13年 耐震 平成13年3月29日 に改訂 され た 第1準 備書面
設計審査指針 耐震設計審査指針

26

平成18年 耐震 平成18年9． 月19日 ，原子 力安 全 第1準 備書面

設計審査指針 委員会 において，決定 された耐震設
計審査指針

30



本件地震 平成23年3月11日 の東北地方太 第1準 備書面

平洋沖地震

35

電気事業法 平成24年 法律第47号 による改正 第2準 備書面
前の電気事業法

1

クロ ロキ ン最 高 最高裁判所平成7年6月23日 第二 第2準 備書面
裁判決 小法廷判決 ・民集49巻6号160

0ペ ー ジ 3

宅建業者最高裁 最 高裁 平成元 年11． 月24日 第 二小 第2準 備書面
判決 法廷判決 ・民集43巻10号116

9ペ ー ジ 5

本件各判決 宅建業者最高裁判決，クロロキン最 第2準 備書面
高裁判決，筑豊 じん肺最高裁判決及
び関西水俣病最高裁判決 7

ク ロロキ ン最 高 宅建業者最高裁判決及びク ロロキン 第2準 備書面
裁判決等 最高裁判決

7

筑豊 じん肺最高 筑：豊じん肺最高裁判決及び関西水俣 第2準 備書面
裁判決等 病最高裁判決

7

宅建業法 宅地建物取引業法 第2準 備書面

8

水質二法 公共用水域の水質の保全に関する法 第2準 備書面
律及び工場排水等の規制に関する法
律 13

その他の規制措 日本薬局方からの削除や製造の承認 第2準 備書面
置 の取消 しの措置以外の規制措置

16

延宝房総沖地震 慶長 三 陸地震 （1611年 ）及 び1 第2準 備書面
677年11月 の地震

31

津波評価技術 原子力発電所の津波評価技術 第2準 備書面

33

政府事故調査最 政府に設置された東京電力福島原子 第2準 備書面
終報告書 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会 作成 の平成24年7． 月23日 付

け 「最終報告書」

51

貞観津波 西暦869年 に東北地方沿岸 を襲っ 第2準 備書面
た巨大地震によって東北地方に到来
した とされてい る津波

54

スマ トラ沖地震 平成16年 イ ン ドネ シア のスマ トラ 第2準 備書面
島沖で発生した地震

57



マイア ミ論文 被告東電の原子力技術 ・品質安全部 第2準 備書面
員が平成18年7月 に米国マイア ミ
で開催 された第14回 原子力工学国

際会議で発表した論文
59

女川発電所 東北電力株式会社女川原子力発電所 第2準 備書面

㌘

63

浜岡発電所 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 第2準 備書面

63

大飯発電所 関西電力株式会社大飯発電所 第2準 備書面

63

泊発電所 北海道電力株式会社泊発電所 第2準 備書面

63

佐竹 ほか （20 平成20年 に刊行 された 「石巻 ・仙 第2準 備書面
08） 台平野における869年 貞観津波の

数値 シ ミュ レー シ ョン」 （佐 竹健

治 ・行 谷佑 一 ・山木 滋 ） と題 す る論

文 77

合同WG 総合資源エネルギー調査会原子力安 第2準 備書面
全 ・保安部会耐震 ・構造設計小委員

会 地震 ・津波 ，地 質 ・地盤 合 同 ワー

キンググループ
79

本件各評価書 「耐震設計審査指針の改訂に伴 う東 第2準 備書面
京電力株式会社福島第一原子力発電
所5号 機耐震安全性に係 る中間報告
の評価について」及び 「耐震設計審

査指針の改訂に伴 う東京電力株式会

社福島第二原子力発電所4号 機耐震
安全性に係 る中間報告の評価につい
て 」

79

原告 ら準備書面 原 告 らの2013（ 平成25） 年1 第4準 備書面
（2） 1月7日 付 け準備 書 面 （2）

1

福島第二発電所 被告東電の福島第二原子力発電所 第4準 備書面

11

原告ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年3 第5準 備書面

（10） ．月12日 付 け準備 書面 （10）

1



原告ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年5 第5準 備書面
（13） ，月7日 付 け準備書 面 （13）

1

筑豊 じん肺最高 最高裁判所平成16年4月27日 第 第5準 備書面
裁判決 三小法廷判決 ・民集58巻4号10

32ペ ー ジ 39

関西水俣病最高 最高裁判所平成16年10月15日 第5準 備書面
裁判決 第二小法廷判決 ・民集58巻7号1

802ペ ー ジ 40

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年3 第6準 備書面
（11） 月5日 付 け準備 書 面 （11）

1

原告ら準備書面 原告 らの2014（ 平 成26） 年5 第6準 備書面
（14） 月7日 付 け準備 書 面 （14）

1

安全設計審査指 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第6準 備書面
針 全設計審査指針

55

耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計 第6準 備書面
針 審査指針

55

使用停止等処分 平成24年 改正後の炉規法43条 の 第6準 備書面
3の23に 定める保安のために必要

な措置 79

原告ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年1 第7準 備書面

（18） 0月29日 付 け準備 書 面 （18）

1

事故解析評価 原子炉設置許可処分申請に際して申 第8準 備書面
請者が実施する事故防止対策に係る
解析評価 7

安全評価審査指 発電用軽水型原子炉施設の安全評価 第8準 備書面

針 に関する審査指針
12

起因事象 異常や事故の発端となる事象 第8準 備書面

25

安全系 原子炉施設の重要度の特に高い安全 第8準 備書面

機能を有する系統
26

原告ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年3 第9準 備書面
（21） 月12日 付 け準備 書面 （21）

1

添 田氏 添田孝史氏 第9準 備書面

1

島崎氏 東京大学教授島崎邦彦氏 第9準 備書面

5

原告 ら準備書面 原 告 らの2015（ 平 成27） 年3 第10準 備書面

（22） 月12日 付 け準備 書面 （22）

1



原告 ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年5 第11準 備書面
（23） 月8日 付 け準備 書面 （23）

1

実用炉規則 実用発電用原子炉の設置，運転等に 第11準 備書面

関する規則
4

設置許可基準規 実用発電用原子炉及びその附属施設 第11準 備書面
則 の位置，構造及び設備 の基準 に関す

る規則 （平成25年 原子力規制委員

会規則第5号 ） 23

バ ックチ ェ ック 新耐震設計審査指針に照 らした既設 第11準 備書面
ノレー ノレ 発電用原子炉施設等の耐震安全性の

評価及び確認 に当たっての基本的な
考え方並びに評価手法及び確認基準
について 29

伊方原発訴訟最 最高裁 判所 平成4年10． 月29日 第 第11準 備書面

高裁判決
一小法廷判決 ・民集46巻7号11

74ペ ー ジ
31

原告ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年7 第12準 備書面

（25） ．月15日 付 け準備書 面 （25）

1

平成3年 溢水事 平成3年10． 月30日 に発 生 した福 第12準 備書面

故 島第一発電所1号 機補機冷却水系海
水配管からの海水漏洩

1

政府事故調査委 政府に設置された東京電力福島原子 第12準 備書面

員会 力発電所における事故調査 ・検証委

員会 12

昭和52年 安全 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

設計審査指針 全設計審査指針 （昭和52年6月1

4日 原子力委員会決定） 21

平成2年 安全設 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

計審査指針 全設計審査指針 （平成2年8． 月30
日原子力安全委員会決定）

22

基準津波 設計基準対象施設に大きな影響を及 第12準 備書面
ぼすおそれがある津波

29

岡本教授 東京大学大学院工学系研究科岡本孝 第13準 備書面

司教授
8

山口教授 東京大学大学院工学系研究科山口明 第13準 備書面
教授

11

津村博士 財団法人地震予知総合研究振興会地 第13準 備書面

震防災調査研究部副首席主任研究員
津村建四朗博士 12

筒井氏 筒井哲郎氏 第13準 備書面

13

佐竹氏 佐竹健治氏 第14準 備書面

1



都司氏 都司嘉宣氏 第14準 備書面

1

深尾 ・神 定論文 昭 和55（1980） 年 に発表 され 第14準 備書面

た深尾良夫 ・神 定健二 「日本海溝 の

内壁直下の低周波地震 ゾーン」 と題
す る論文 61

松澤教授 東北大学大学院理学研究科附属地 第14準 備書面

震 ・噴火予知研究観測セ ンター長を
務める同研究科の松澤暢教授 95

阿部 （199 1999年 に発表 された阿部氏の論 第14準 備書面
9） 文 「遡上高 を用いたMtの 決定一歴

史津波への応用1 108

新規制基準 実用発電用原子炉及びその附属施設 第15準 備書面
の位置，構造及び設備 の基準 に関す

る規則 8

推進本部 文部科学省地震調査研究推進本部 第18準 備書面

3

長期評価の見解 長期評価の中で示 された 「明治三陸 第18準 備書面

地震 と同様の地震が三陸沖北部から
房総沖の海溝寄 りの領域 内の どこで
も発生す る可能性があるとする見

解 」
3

本件津波 平成23年3月11日 に発 生 した本 第18準 備書面

件地震に伴 う津波
4

佐竹教授 東京大学地震研究所地震火山情報セ 第18準 備書面
ンター長佐竹健治教授

20

今村教授 東北大学災害科学国際研究所所長 ・第18準 備書面

同研究所災害 リスク研究部門津波工
学研究分野今村文彦教授

20

首藤名誉教授 東北大学首藤伸夫名誉教授 第18準 備書面

20

谷岡教授 北海道大学大学院理学研究院附属地 第18準 備書面

震火 山研究観測セ ンター長谷岡勇市
郎教授

20

笠原名誉教授 北海道大学笠原稔名誉教授 第18準 備書面

‘
20

阿部博士 原子力規制庁技術参与阿部清治博士 第18準 備書面

20

青木氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官青木一哉氏
21

名倉氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官付安全管理調査官名倉繁樹氏
21



酒井博士 一般財団法人電力中央研究所原子力 第18準 備書面
リス ク研 究セ ンター研 究 コーデ ィ

ネーター酒井俊朗博士

21

4省 庁報告書 建設省，農水省，水産庁及び運輸省 第18準 備書面
が策定 した 「太平洋沿岸部地震津波
防災計画手法調査報告書」

49

7省 庁手引 建設 省 ，農水 省 ，水産 庁 ，運輸省 ， 第18準 備書面

国土庁，気象庁及び消防庁が策定 し
た 「地域 防災計画 における津波対策

強化の手引き」
49

日本海溝 ・千島 中央防災会議 に設置 された 「日本海 第18準 備 書面

海溝調査会 溝 ・千島海溝周辺海溝型地震に関す
る専門調査会」

49

日本海溝 ・千島 日本海溝 ・千島海溝調査会 による報 第18準 備書面

海溝報告書 告

49

推進地域 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝i型地震 第18準 備書面

防災対策推進地域

113

技術基準 発電用原子力設備に関する技術基準 第18準 備書面

133

平成20年 試 算 被告東電が平成20年 に行った明治 第18準 備書面
三陸地震の波源モデルを福島県沖に

置いてその影響 を測 るな どの試算
157

試算津波 平成20年 試算 による想定津波 第18準 備書面

172

東通発電所 東京電力株式会社東通原子力発電所 第19準 備書面

2

総合基本施策 地震調査研究の推進について 第19準 備書面

6

川原氏 保安院原子力発電安全審査課元耐震 第19準 備書面

班長川原修司氏 15

高橋教授 関西大学社会安全学部教授高橋智幸 第20準 備書面
氏 14

津波PRA標 準 日本原子力学会による規格 「原子力 第20準 備書面

発電所に対する津波を起因とした確
率論的 リスク評価 に関する実施基
進 ：20111 20

津波評価技術2 土木学会による 「原子力発電所の津 第20準 備書面
016 波評価技術2016」

23

重大事故等 重大事故 （炉規法43条 の3の6第 第20準 備書面
1項3号 ，実用炉規則4条 ）や重大

事故に至るおそれがある事故
26



大竹名誉教授 東北大学名誉教授大竹政和氏 第21準 備書面
2

特に断 らない限 り答弁書 とは，平成25年9A5日 付け答弁書を指す。


